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2026年診療報酬改定と身体拘束

衣笠病院グループ
理事 武藤正樹
よこすか地域包括推進センター長



社会福祉法人日本医療伝道会 衣笠病院グループ

衣笠病院グループの概要

■神奈川県横須賀市（人口約39万人）に立地

■横須賀・三浦医療圏（4市1町）は人口約70万人

■衣笠病院許可病床198床 ＜稼働病床194床＞

■病院診療科 ＜〇は常勤医勤務＞

〇内科、神経科、小児科、〇外科、乳腺外科、

脳神経外科、形成外科、〇整形外科、〇皮膚科、

〇泌尿器科、婦人科、〇眼科、〇耳鼻咽喉科、

〇ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、〇放射線科、〇麻酔科、

〇ホスピス、東洋医学

■病棟構成

DPC病棟（50床）、地域包括ケア病棟（91床）、回復期リハビリ病棟（33床）、
ホスピス（緩和ケア病棟：20床）

【2021年9月時点】
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在宅医療センター

衣笠病院
教会

■併設施設 老健（衣笠ろうけん）特養（衣笠ホーム）在宅医療センター 訪問看護ステーション
通所事業所（長瀬ケアセンター）など
■ グループ職員数750名
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パート１
身体拘束の実態

中医協総会 2025年10月29日





40点減算

2024年改定













パート２
身体拘束の最小化















パート３
2026年診療報酬改定と

身体的拘束







15％







身体的拘束の経過措置期間は
2027年5月末まで

体制基準（指針・チーム・研修・周知）

実績等基準（実施率15％以下 or 具体的取組の継続）



まとめと提言

・身体的拘束最小化が2024年診療報酬の
入院通則に導入、
2025年6月より実施されている

・身体的拘束率は病棟ごとにまちまちだ。
・今回は地域包括ケア病棟、療養病棟で身体的拘束
最小化推進体制加算40点が導入された

・通則では身体的拘束実施率15％以下が導入された
・経過措置は2027年5月まで



ご清聴ありがとうございました

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

本日の講演はホームページ上で公開しています。
以下をクリックしてご覧ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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